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Ⅰ．問題の所在

　論争問題学習は，民主主義社会を強化し，維持する
ための基礎を培うものとして重要であるとみなされて
きた（ヘス，2021）。そもそも論争とは，「１つの固定
的・普遍的に決まった観点（Crick, 1998: 56）」が欠落
している状況を示す。そのため，論争問題を分析・検
討を行うことで，政治的知識が習得されるだけでなく，
教室・社会にある多様な視点や観点に対しての寛容さ
や，議論や対話のスキルを身に付けることができると
されてきた（Han, 1996; ヘス，2021）。

　日本においては，1970年代以降に主に社会科教育
学・一般教育学といった学術研究の場で注目されてき
たが，近年その動向が変わりつつある。その背景には，
1990年代以降の社会変革がある。具体的には，ポスト
福祉国家におけるシティズンシップの再定義の要請が
ある。とりわけ，2010年代の裁判員制度導入や公職選
挙法改正に伴い，市民がより能動的に社会形成に関与
することが求められるようになり，政策として「主権
者教育」の一環として，論争問題学習に対して注目が
集まるようになった（川口・奥村・玉井，2020）。
　しかし，その一方で，そうした学習の実施状況は良
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表１：「論争問題」関連用語の定義
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好とは言い難い。例えば，文部科学省「主権者教育に
関する状況調査」（2021年）では，「現実の政治的事象
についての話し合い活動」を実施した高等学校は34％
に留まっている。また，筆者たちのグループで，2021
年度に全国の高等学校の地歴・公民科教師を対象とし
て行った調査においても，「論争問題をテーマに30分
以上議論する学習を１学期に平均何回実施しています
か？」という問いに対して，「なし」が63% を占めて
いる (1)（川口ほか，2022）。
　こうした状況をどのように変革できるか。本稿では，
変革の主体としての教師の重要性に注目する。先行研
究（例えば Ngangaa et al., 2020）では，論争問題学
習を実施するには，教師が，生徒が少数派の意見であっ
ても安心して共有でき，異なる視点を尊重できるよう
な安全で信頼できる教室環境を作ることが不可欠であ
ると主張されてきた。
　しかし，現職教員を対象とする調査においては，主
体的に論争問題をゲートキーピングする上で，教師が
自身のスキル不足を実感していたり，保護者や管理職
からの苦情を恐れていたり，学習者が議論に参加する
困難性を感じていたりするなど様々な障壁があること
が明らかになってきた（Hess，2002）。日本の公民科
教師を対象とした𠮷田（2022）の調査においても，論
争問題学習の指導を避ける要因として，自己効力感の
低さがあがっている。
　このように現職教師が論争問題学習に対する準備
が十分ではないという状況に対して，Andrews et al. 

（2018）らは，特に，大学ベースの教員養成を充実さ
せる必要があると主張してきた。なぜなら，論争問題
学習に対して十全な準備を行うには，多角的な視点を
備えた知識と共に，安全な教室環境を整えた上で，議
論をファシリテートするスキルを備えるために，学
際的な知見を必要とするためである（McLaughlin, 
2003）。確固とした理論的根拠と共に知識・スキルを
備えることで，指導を行うのに重要な自己効力感の向
上が行えるといえるだろう。
　しかし，実際のところ，こうした論争問題学習に対
して，教員養成プログラムについての研究は全体とし
て乏しい（Pace, 2019）。Ersoy（2010）といった実際
に調査した研究においても，教員養成課程で論争問題
学習を促進するための教育実践が行われていないこと
を明らかにしてきた。こうした状況は日本も同様であ
ろう。では，論争問題学習への関心は高まりつつある
ものの，教員養成課程では，どのように備えればよい
か。
　本研究では，こうした教員養成改革の基礎資料を
作るために，Nganga et al. （2020）を踏まえ，入職前

の「教員志望学生・学生教員（Pre-Service Teachers’
/student teacher）」を対象とした調査を実施する。
調査においては，次の２点を明らかにする。

（１）　教員志望学生は，「論争問題学習」のスタンス
をどのように捉えているか。（どの論争問題学
習をいかに教えようとしているか）

（２）　（１）のようなスタンスを取る理由はなぜか。

　この２点を明らかにすることで，日本の教員志望学
生が論争問題学習を教える際の動機付けと阻害する要
因を明らかになる。本研究を通し，日本の教員養成改
善への示唆を与えたい。

Ⅱ．研究の前提 

１．「論争問題」とは何か
　まず，本研究における「論争問題」の定義を明確に
したい。先に示したように，「論争」とはそもそも確
固とした１つの見解がなく，多様で時に対立的である
状況を表すものである。Hess（2009）は，表１で示
すように，論争問題（controversial issue）に相当す
る語句を整理している。
　さらに，日本の社会科教育における「論争問題」と
は何か，と捉えると，より複雑化する。そもそも，日
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本の社会科教育において「論争問題」が入ってきたの
は，1970年代初頭にアメリカ社会科教育研究を参照す
る中で controversial issues という概念に出会ったの
が契機とされる。その後「論争問題」という翻訳で導
入された。その後，実践や政策でも「論争問題」「論
争問題学習」という概念がみられるようになったが，
その際，時期ごとに，アメリカ・イギリス・フランス
といった異なる文脈の「論争問題」の定義や学習論も
参照されるようになった（川口ら，2020）。そのため，
日本においては，各年代や参照するものによって，そ
の内実は異なるものになっている。
　実際，論争問題学習について，日本の社会科・公民
科教師へのインタビュー調査を行った岩崎（2016）は，
論争問題の内容とそれが持つ性質によって，教師が教
え方や扱い方を変えていたことを明らかにしている。
調査によれば，例えば，「選択的夫婦別姓」のように，
社会的には論争的な問題であっても，国連の女子差別
撤廃委員会から法改正を求められ，国際社会としては
一定の規範性があると捉えられるものと，「原発」の
ような問題とでは異なるということであった。従って，

「論争問題学習」と言っても，教師がどのような内容
を連想するかによって，回答が異なる可能性がある。
　こうしたことを検討し，本研究では，具体的な問題

（Issue）ごとに，教師のスタンスを明らかにすること
にした。まず，論争問題の定義としては，Hess（2009）
が学校カリキュラムに取り入れるべきだと主張する

「公共政策に関わる論争問題（controversial political 
issue）」，すなわち「公的問題に対処するために採用
されるべき政策の種類についての問い」に絞ることに
した。
　また，問いを決める際には，Oliver & Shaver（1966）
と Hunt ＆ Metcalf（1968）を踏まえて Oh（2013）が
設定した「経済」・「国家安保」・「地球温暖化」・「健康・
教育・福祉」，「人種・民族」，「性と結婚」，「宗教・イ
デオロギー」・「個人の安全」といった10個のトピック
を参照し，問いを設定した（２）。
　なお，最終的に尋ねた際の，具体的な問題（issue）
の内容については，Ⅲ章を参照していただきたい。

２．教師は「論争問題」をいかに扱うか
　次に課題となるのが，教師が「公共政策に関わる論
争問題」に関するスタンスをどのようにみとるかであ
る。
　本研究では表２で示す Oh（2013）の整理に基づき，
教師の論争問題学習に関してのスタンスについて認識
できるようにした。この枠組みは，公共政策の是非や
論点を教室でいかに扱うか，教師自身の見解を表明す

るか・しないかという２段階がある。論争問題学習を
開発・実践する上で，教師が扱うべき・べきではない
とどのように判断するのかが１段階目である。その上
で，扱うべきと判断した場合は，どのような立場に立
つか。合意された意見を生徒が理解することを重視す
る「特権」か。教師自身の見解を示しながら，バラン
スよく議論する「参与」か。あるいは，教師自身の見
解を示さずに行う「中立」かがある。扱うべきではな
い，とした場合は，その理由として，社会で意見が分
かれているから（回避 A）であるのか，社会的に正
しい意見があるから（拒否）であるのか，確固たる教
師の意見があるから（回避 B）であるのか，で分けら
れることになる。
　なお，この Oh（2013）の枠組みは，Kelly（1986）
が提唱した「排他的中立性」「排他的不公平性」「積極
的公平性」「中立的公平性」の枠組み（３）と Hess（2005）
が開発した「拒否」「回避」「特権」「均衡」の枠組み（４）

を組み合わせており，より詳細に教師のスタンスを捉
えようとしている点に特質があるため，採用した。

表２：論争問題を扱う教師のスタンス

1. A 

2. 

3. B 

4. 

5. 

6. 

Oh 2013

Ⅲ．研究方法論

　本調査では，先述の通り，①：教員志望学生がどの
論争問題をいかに教えようとしているか，②：なぜ学
生が①のようなスタンスをとるのか，の双方をリサー
チ・クエスチョンとした。①についてはまず質問紙で
自分のスタンスを振り返りながら判断する。②につい
ては，①で応えた内容に即して学生の意味付けや理由
付けのプロセスを，質問紙調査とインタビュー調査を
組み合わせることにした。
　併用した理由としては，①についてはⅡ章で述べた



表３：インタビュー調査の対象となった学生の背景

/

/

/

/

/

1 2

─ 45 ─

社会科教員志望学生はどの論争問題をいかに扱おうとしているか
―　社会科教員養成カリキュラムの改善のために　―

ように既に先行研究で一定程度の知見があり，韓国
の教員調査で Oh(2013) が用いた質問紙があることや，
調査対象者の時間的拘束を最低限とし，質の高い答え
を得られるようにしたかった点がある。なお，①を用
いてから，②の調査を行うまでには時間がかかるため，
②のインタビューの際には，①の質問紙の内容を確認
しながら進めた。

（１）　対象者のサンプリング
　本調査は，インタビュー調査の事前調査として実施
した。具体的には，著者が所属する大学の教員養成課
程で中等社会系教科（社会科・地理歴史科・公民科）
授業を履修する３年生を対象とし，調査協力を承諾し
た５名の学生である。
　対象となった学生の背景を表３で示した。５名の学
生は全員が高校教員を希望していた。４名が専門とし
たのが歴史科目であり，１名のみ（上本氏）が公民科
と答えていた。加えて，ほとんどすべての学生が論争
問題学習を学習者として受けた経験はなく，１名のみ

（石原氏）が被教育体験として，年に１～２回ほどの
論争問題学習を経験していた。
　なお，調査対象者は，民主主義教育としての論争問
題学習の重要性や，児童・生徒への指導法について，
５時間程度の授業を受講した後に行われている。その
ため，質問紙の段階では，論争問題学習の定義や意義
については一定程度の理解はあったと想定される。ま
た，教育実習前であり，自らが教師として学校で授業
を行った経験はない。
　調査対象者と調査代表者（川口）は，大学教員―学
生の関係にある。従って，インタビュー調査は，担当
授業が終了し，評価が終わった後に行われた。また，
実施の際には，調査者は調査は任意であることを再度
確認を行い，調査対象者が，都合の良い時間帯や場所，
インタビュー相手を選択することで，調査内容に影響
が出ないように心がけた。

（２）質問紙調査の方法
　質問項目は，本研究と同様の研究目的を持ち，韓国
で調査を行った Oh（2013）を参考にし，日本の社会
的文脈を踏まえ再構成する形で設定した。
　質問紙の構成は，Ⅱ -1で述べたように，「経済」・「国
家安保」・「地球温暖化」・「健康・教育・福祉」，「人種・
民族」，「性と結婚」，「宗教・イデオロギー」・「個人の
安全」というトピックを参照し，学校で教える論争問
題として10点選定し，メンバーチェックを繰り返しな
がら，妥当な論争問題を選定した。表４はその具体的
な問題事例を示したものである。
　さらに，それぞれの問題に対し，どのような政治的
中立性のスタンスをとるのかについては，表２で示し
た１．「回避 A」，２．「拒否」，３．「回避 B」，４．「特
権」，５．「参与」，６．「中立」のうち，どのスタンス
をとるかでチェックする形式をとった（５）。

表４：質問紙で対象とした論争問題

A

9

（３）インタビュー調査の方法
　調査方法としては，大まかな質問内容を決めておき，
調査対象者の回答に応じて，より詳細で具体的な質問
を尋ねる半構造化インタビュー（鈴木，2005）を採用
した。
　質問内容は，１．「（質問紙で回答した）論争問題
学習に対するスタンスがどのようなものであったの
か」，２．「論争問題学習で扱うテーマとして適当であ
る / 適当でないと判断した理由は何か」，３．「自らが
論争問題学習を実践する背景に存在する基本となる考



表５：学生の論争問題学習のスタンス
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え方（社会科観や政治的中立性に関する考え方）は何
か」の３点を主要なものとした。それぞれの質問は，
学生の質問紙の回答状況に合わせて，具体的に加工し
た（例：「なぜ靖国神社の合祀問題を取り扱いたいと
思ったのですか」）。

（４）データ分析の方法
　質問紙調査については，それぞれの回答者ごとに回
答を集計し，論争問題学習に対してのスタンスが分か
るようにし，インタビューに向けて準備を行った。
　インタビューは文字起こしされ，回答の意味のまと
まりごとに帰納的に分析した。文字起こしされたデー
タのコーディングは，分析者間でピア・チェックがな
された。５名のコーディングが終了した後，それぞれ
のコードをまとめてカテゴリー化し，カテゴリー間の
関係性が検討した。回答者ごと・回答者間の結果を検
討し，最終的にその全体傾向を導出した。

Ⅳ．社会科教員志望学生の論争問題学
習のスタンス

　本章では，質問紙調査・インタビュー調査の結果を
あきらかにし，２つの問い：（１）教員志望学生は，
論争問題学習として，どのイシューをいかに教えよう
としているか，（２）なぜ，学生は，そのようなスタ
ンスをとったのかに答えてゆく。

（１）論争問題学習のスタンス
　まず，質問紙調査の結果をまとめると，以下の表５
のように示すことができる。（この内，表中の番号は，
１．「回避 A」，２．「拒否」，３．「回避 B」，４．「特権」，
５．「参与」，６．「中立」をそれぞれ表している。）

　この結果から，論争問題に対する学生の傾向と，イ
シューごとの傾向が見出せる。
　まず，論争問題に対する学生の傾向として，（１）
ほとんどのイシューに対して扱いたいと思っている
が，１～２個のイシューに対しては扱うべきでないと
思っているタイプと，（２）扱うべきか否かの考えが
イシューごとに大きく異なるタイプがあることがわ
かった。
　（１）のタイプには，赤松や江藤，緒方が該当する。
彼らは，ほとんどのイシューに対して４～６と回答し
ている。例えば，赤松は「地球温暖化は人間の活動か
ら発生したものか」以外のイシュー全てを，江藤は，「靖
国神社にＡ級戦犯を合祀するべきか」以外のイシュー
全てを，扱いたいというスタンスをとる。

　一方（２）のタイプには，石原や上本が該当する。
彼らは，10個のイシューの中でも，扱うべきでないと
思うイシューが半数近くある。例えば，石原は，「北
朝鮮の核保有問題を解決するためには強力な国際制裁
が必要か」，「政府が最低賃金を引き下げるべきか」，「靖
国神社に A 級戦犯を合祀するべきか」「憲法９条を改
正するべきか」のイシューに対して，扱うべきでない
というスタンスをとる。
　次に，イシューごとの傾向として（１）全学生が，
扱いたいと思うイシュー（２）学生に扱いたくないと
思われるイシュー（３）扱いたいか否かの回答がわれ
るイシューがあることがわかった。
　（１）の扱いたいイシューとしては，「同性婚を合法
化するべきか」「死刑制度を廃止するべきか」が該当
する。（２）の扱うべきでないイシューには，「靖国神
社に A 級戦犯を合祀するべきか」が該当する。その
ほかのイシューは，扱いたいと思う学生もいれば，そ
う思わない学生もおり，判断は分かれた。
　では，学生は，各イシューで，どのように教えたい
と考えているのだろうか。そこで，回答の中でも，ス
タンスの選択肢に着目してみる。
　まず，扱うべきと思うイシューに対して，学生は，
教師自身の意見表明を肯定的に捉える傾向がある。学
生が選んだスタンスの中で，「（5）教師自身の意見を
示しながら，バランス良く議論を促す」は一番多い。
例えば，ほとんどのイシューに対して扱うべきと思っ
ている赤松や江藤は，多くのイシューに対して，意思
表明をしながら教えるスタンスを選んでいる。一方で，

「教師自身の意見を示さず，中立的に議論させる」の
スタンスも一定数選択されている。特に「同性婚を合
法化するべきか」のイシューに対しては，ほとんどの
学生が，意思表明をせずに教えるスタンスを選んでい
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る。
　次に，扱うべきでないと思うイシューに対して，学
生は，中立性の観点から扱うべきでないと考える傾向
がある。扱うべきでないと選択した回答の中でも，「（1）
社会で意見が分かれているため，中立性の観点から扱
うべきではない」のスタンスが一番多い。例えば，石原・
上本・江藤・緒方は，扱うべきでないと思うイシュー
に対して，中立性を意識し回避するスタンスをとる。
　しかし，「靖国神社に A 級戦犯を合祀するべきか」
のイシューにおいては，学生が選んだスタンスは混在
している。具体的には，「（1）社会で意見が分かれて
いるため，中立性の観点から扱うべきではない」のス
タンスと「（3）確固たる教師自身の意見があるため，
バランスの良い議論にならない」のスタンスがある。
　以上の質問紙調査の結果を踏まえ，RQ1に答える。
　第１に，教員志望学生は，論争問題学習の判断は共
通ではなかった点である。即ち，どんな問題でも積極
的に論争問題学習を扱うべきと考えている学生もいれ
ば，どんな問題でも消極的ではない学生もいた。
　第２に，イシューごとにも判断が分かれた点である。
例えば，同性婚の合法化や，死刑の廃止をめぐるイ
シューについては全員が扱うべきと思っている。そし
て，それらのイシューを参与のスタンスをとって教え
るべきと考えている学生が多数であった。ただし，中
立のスタンスで教えるべきと考えている学生も一定数
存在していた。一方で，靖国への合祀や，北朝鮮への
国際制裁をめぐるイシューは扱いたくないと思ってい
る。そして，それらのイシューを，回避，中でも意見
が分かれるので中立性が保てないので扱うべきではな
いと考えている学生が多数であった。

（２）論争問題学習の理由付け
　では，なぜ教員志望学生は，そのイシューを扱うべ
き又は，扱うべきないと考えるのか。更に，なぜ，そ
のイシューで，そのスタンスをとろうと考えるのか。
そこで，教員志望学生に対するインタビュー調査を基
に，明らかにしていく。

1．イシューを扱うべき /扱うべきでない理由
　教員志望学生に対するインタビュー調査を踏まえる
と，イシューを扱うべき / 扱うべきでないと考える理
由には，５つの理由があった。それは，①自分の社会
科観とマッチする（しない）から，②論争問題につい
て理解している（いない）から，③外部（保護者など）
からの批判が想定される（ない）から，④子どもにとっ
て，そのイシューが身近である（でない）から，⑤授
業外における子どもの人間関係へ悪影響が考えられる

（ない）からである。

①自分の社会科観とマッチする（しない）から
　赤松は，「靖国神社に A 級戦犯を合祀するべきか」
を扱うべきと答えた。一方で，上本は，扱いたくない
と答えた。彼らに，その理由を伺うと，以下のように
語った。

「習ったことを使って議論する，議論とか，いろい
ろ考えることのほうが大事なんじゃないかなってい
う考えで，こういう論争的な問題（註：靖国への合
祀問題）も，その一つとしてやるべきなのかな（赤
松）」

「議論をした結果，どうこうなったってのがなかっ
たので，それだったら一斉講義式と変わらないのか
なと。（中略）（効果がある社会科の授業とは）社会
を分かるっていうか，（中略）それは，一斉講義式
とか自分で問題集を解いて分かるとか，それを理解
した上で後は社会にそれを転用していくとか。（上
本）」

　このように赤松は，議論したり，考えたりすること
が社会科授業で大切だと考える社会科観を持つ。そし
て，このイシューは，子どもに議論させることができ
るため，適切であると考えている。その一方で，上本
は，社会的事象を理解することが社会科授業であると
いう社会科観を持つ。そして，このイシューを議論さ
せるよりも，講義式で，知識を伝達する授業に意義を
感じている。この二人の違いが，扱いたい / 扱いたく
ない，の選択を分けた。
　以上の赤松・上本の回答から見えることは，イシュー
を扱いたいと思うか否かの理由に，被教育体験や学部
３年生までの学びを基に形成された社会科観を参照
し，意思決定していることが分かる。

②教師が論争問題について理解している（いない）か
ら

　石原は，「北朝鮮の核保有問題を解決するためには
強力な国際制裁が必要か」を扱うべきと答えた。しか
し，「携帯料金を引き下げるべきか」は扱うべきと答
えた。その理由を伺うと，以下のように語った。

「自分がこれ（「北朝鮮の核保有問題を解決するため
には強力な国際制裁が必要か」）を議論のテーマと
して想像したときに，見方とか考え方を示しながら
できるのかなと思って（省略）」
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「（「携帯料金を引き下げるべきか」）の裏にあるいろ
んな背景とか，携帯料金を維持するとか，ちょっと
引き上げるとか，（中略）引き下げられないような
状況とかがあったりして，（中略）このテーマに関
してはいろんな立場が持ちやすいのかなと思って，

（中略）ニュースアプリや Twitter とかで（この問
題に対して）自分の意見を述べてる人はいるんで、
そういうのでこういう考え方があるんだなと（省
略）」

　このように石原は，「北朝鮮の核保有問題を解決す
るためには強力な国際制裁が必要か」のイシューに対
して，問題構造や文脈などを理解できていないことを
不安視する。一方で，「携帯料金を引き下げるべきか」
のイシューに対しては，理解できているため，不安視
していない。ここから，イシューを扱いたいと思うか
否かの理由に，その教師が問題構造等を理解している

（いない）と捉えているかが，影響していると分かる。
即ち，問題構造を理解していれば扱えると捉え，理解
できていなければ扱うべきでないと捉えている。

③外部（保護者・社会など）からの批判が想定される
（ない）から

　赤松は，「靖国神社に A 級戦犯を合祀するべきか」
を扱いたいと答えたが，その中で，扱いにくさの理由
を以下のように言及する。

「「靖国神社に A 級戦犯を合祀するべきか」って、
結構、センシティブな政治の問題なのかなという気
がして。（中略）議論が荒れそうな（中略）授業終わっ
た後でも、例えば、保護者から、なんか言われたり（中
略）下手したら、ニュース沙汰にでもなるかな。（中
略）そういう（経験をした）わけではないんですけ
ど。」

　このように赤松は，「靖国神社にＡ級戦犯を合祀す
るべきか」のイシューを扱うことで，子どもの保護者
や社会からの批判につながることを不安視する。しか
し，その不安は，自身の経験ではなく，「保護者から
言われるんじゃないか」「炎上するんじゃないか」と
いう予測である。ここから，イシューを扱いたいと思
うか否かの理由に，そのイシューを扱うことで，外部

（保護者・社会）からの批判が想定できる（できない）
ことが，影響していると分かる。従って，外部からの
批判が想定できる場合は，その論争問題を回避したい
と考える傾向が強い。

④子どもにとって，そのイシューが身近である（でな
い）から

　緒方は，「同性婚を合法化するべきか」を扱いたい
と答えた。一方で，江藤は，扱うべきないと答えた。
その理由として以下をあげた

「（「同性婚を合法化するべきか」について）、自分の
中では今後の生徒に関わる可能性があるかっていう
のを結構，重視した記憶があって，（このイシュー
を扱いたいという選択肢を）選んだ（中略）自分の
中では、子ども達に（「同性婚を合法化するべきか」
を）学んでおいてほしい（緒方）」

「自分が、もし子どもで，社会的なマイノリティみ
たいな立場だとして，その問題（「同性婚を合法化
するべきか」）を授業で取り扱われたときに，結構，
肩身が狭いというか，嫌だなって思ったりするかな
と思ったんで（江藤）」

　このように緒方も江藤も，「同性婚を合法化するべ
きか」が子どもにとって身近な問題であると捉える。
緒方は，このイシューが身近であるから故に，子ども
に考えさせる意義があると考えている。しかし，江藤
は，身近であるからこそ，扱うことで生じる子どもへ
の影響を不安視する。この二人の捉え方の違いが，扱
いたい / 扱いたくない，の選択を分けている。
　ここから，イシューを扱いたいと思うか否かの理由
に，子どもにとって，そのイシューが身近である（で
ない）ことが，影響していると分かる。ここでは，身
近だから扱う，身近ではないから扱わないというより
も，人によって理由と判断が異なる点が明らかになっ
た。

⑤授業外における子どもの人間関係へ悪影響が考えら
れる（ない）から

　江藤と緒方は，「靖国神社にＡ級戦犯を合祀するべ
きか」を扱いたくないと答えた。その理由として，以
下のように語った。

「（思想が）周りの人にばれたくないとかもあると思
うので，そういう配慮が必要なのかなって。当事者
が傷付くかもしれないなって。（江藤）」

「周りとは異なる意見を主張した子どもとかってい
うのが，その後（周囲の子どもから）どういうふう
に見られるかって（中略）思っていて。（緒方）」
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　このように江藤も緒方は，「靖国神社にＡ級戦犯を
合祀するべきか」のイシューを扱うことで，子どもた
ちが異なる意見をいうことによって，人間関係に生じ
る影響を不安視する。この場合，疎外される言説があ
るからという理由ではなく，異なることで人間関係が
崩れると述べている。そのイシューを扱い，意見が異
なることが分かったことでの，子どもら人間関係への
影響が予測できる（できない）ことが，影響している。

2．見解表明する /しないスタンスをとる理由
　扱うべきと考えるイシューにおいて，学生が選んだ
スタンスは大きく２つある。一つは，「教師自身の意
見を示しながら，バランス良く議論を促す」，一つは「教
師自身の見解を示さず，中立的に議論させる」である。
この，見解表明する / しないを分ける理由は何か。以
下では，その根拠となる教員志望学生の語りを見てい
く。

①　子どもへの影響が小さい（大きい）から
　江藤は，「北朝鮮の核保有問題を解決するためには
強力な国際制裁が必要か」に対して，見解表明しなが
ら教えるスタンスをとる。しかし，赤松は，同じイ
シューを扱いたいと考えているが，見解表明せずに教
えるスタンスをとる。彼らに，その理由を伺うと，以
下のように語った。
　
　「これ（「北朝鮮の核保有問題を解決するためには
強力な国際制裁が必要か」）は，（教師の意見に）反
論も別にできるかなと思うので，（中略）（教師の意
見に子どもが）引っ張られにくいかなと思いました。

（江藤）」

　「子どもたちに教師の意見を出したときに，そう
なんだって思う。先生が言うならそうなのかなって
思う。（赤松）」

　このように江藤は，このイシューにおいて，見解表
明をしたとしても，子どもはその意見になびかないと
考える。一方で赤松は，子どもが教師の意見になびく
と予測する。この二人が想定する，子どもに対する影
響の違いが，扱いたい / 扱いたくない，の選択を分け
たと想定される。見解表明をしても子どもに影響を与
えなければ見解表明を行い，子どもに影響を与えるな
らば行わないとしていた。

②　教育において教師の見解を隠すことは困難だから
　上本は，「靖国神社にＡ級戦犯を合祀するべきか」

に対して，見解表明せずに教えるスタンスをとる。し
かし，その困難性も言及している。

「（靖国合祀問題について自分は，）なんで駄目なん
だろうなって思ってる立場だったので，それを議論
の中でぽろっと言う可能性もある（中略）自分の立
場があると，（逆の立場からの意見を）促しにくい
かな。（自分の意見があると）ニュアンスで出る可
能性もあるし，（中略）高校の時（中略）先生煽っ
てるねみたいな話はしていたので、気付くのかなっ
て思いましたね。」

　このように上本は，このイシューにおいて，見解表
明をしなくとも，教師の見解を完全に隠すことができ
ないことを経験から得ている。そのため意思表明する
/ しないを分ける理由に，教育において教師の見解を
隠すことは困難であるから，見解表明を支持している
といえる。
　以上のインタビュー調査の結果を踏まえ，RQ2に以
下の３点で答えたい。第１に，論争問題学習に関する
スタンスは，イシューの種類，社会科観，子ども観・
保護者観・学校観，自分の知識の度合いなどの組み合
わせで決まる点である。その問題についての自分の知
識や自分自身の「観」にあわせて判断を行っていた。
それがゆえに，論争問題を扱うか否かの判断において，
同じ理由が異なる判断の根拠となることもあった。
　第２に，社会科授業以外，中でも，授業を越えた子
どもの人間関係や保護者といった外部に影響を与える
ような「敏感な問題（sensitive issue）」には特に不安
を感じ「扱うべきでない」とする傾向が強い。ただし，
こうした不安は，実際に何か問題が起こったという経
験に基づくものではなく，漠然とした予測に基づくも
のであった。また，異なる意見が出ることそのものに
対して，影響が出ると捉えていることが分かった。
　第３は，見解表明の有無の根拠が，子どもに影響を
与えにくいかどうかで判断されている点である。第２
とも関連して，学生は子どもに影響を与えることを回
避しようとし，その可能性がある場合は，行わないと
いう判断をする。ただし，その判断はあくまでもリス
ク回避の観点から，行われており，見解表明が持つ肯
定的な側面が判断の根拠となっていない。

Ⅴ．考察と示唆

　本研究では，日本の社会科教員志望学生の調査を通
し，彼らの論争問題学習に対するスタンスとその理由
づけを探った。その結果と改善への示唆を示したい。
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　第１に，社会科観の言語化・相対化と論争問題学習
の重要性理解の双方を行う必要性についてである。本
研究では，論争問題学習全体について学生の判断が肯
定的・否定的に分かれる結果となった。特に，「社会
科は効率的に知識教授することが重要」と考えている
学生にとっては，論争問題学習の意義は感じられにく
い。そのため，推進するためには，論争問題学習の意
義を示すだけでなく，自らの社会科観を振り返らせる
こととセットで行う必要がある。ただし，こうした
教科観の成長は短期間で行えるものではない（大坂，
2016）従って，Nganga et al.（2020）が示唆するように，
プログラムで系統的に養成する必要があるだろう。
　第２は，論争問題学習の重要性理解の前提として，
日本の「一斉共同体主義（恒吉，1996）」を自覚し，
解体する必要性がある点である。本研究において，学
生たちは「異なる意見を言うことで，子どもたちの人
間関係に影響がある」ということを繰り返し主張して
いた。これは，Pace（2019）がいう生徒を排除する
言説によっての人間関係の悪影響を恐れるという点と
は異なる。日本においては，教室内の同質性と経験の
共有，共同を重視する「一斉共同体主義」が強いこと
はかねてから指摘されている。これは，多様な言説が
表出する論争問題学習とは共存しにくい文化ともいえ
る。今後の多文化共生社会における多様な言説を理解
することの重要性を共有すると共に，日本の従来の学
校文化を振り返る機会を提供するべきである。
　第３は，学生自身に論争問題学習を経験させる必要
性である。本研究で，学生たちは自らの被教育体験な
どを踏まえた経験ベースではなく，漠然とした不安か
らの予測ベースで判断を行っていた。これは，彼らの
教育体験が不足しているだけでなく，被教育体験が
不足していることも影響しているだろう。Parker & 
Hess（2011）は Teaching with Discussion （議論と共
に教える）と Teaching for Discussion（議論のため
に教える）の両方が 必要であると述べている。被教
育体験が乏しい彼らにとっては，論争問題学習の重要
性を指摘するだけではなく，実際に自らで安全な空間
とは何か，多様な視点を持つことの重要性を実感させ
ることも不安の解体につながるだろう。その上で，教
育者として多様な事例研究を示したり，経験を積ませ
ることがより効果的になると想定される。
　第４は，「見解表明」のメリットを示すことの重要
性である。彼らは不安の強さからか，見解表明が持つ
リスクのみに目が向きがちであり，リスクがなければ
してもよいというような消極的な意見であった。しか
し，「見解表明」とは，岩崎（2021）が述べるような
子どものモデルとしての教師の存在を示す重要な役割

もある。安全な環境づくりと共に，こうした意義を積
極的に伝達することも重要だろう。
　本研究は，同一大学に所属する学生を対象とした小
規模の研究である。今後は，より広い事例で同様の研
究を行うことで研究成果の精緻化を図る必要がある。

【註】

（１） 「論争問題をテーマに30分以上議論する学習を一つ
の学期に平均何回くらい実施して言いますか？」
という問いに対して，なしが63.1%, １～２回が
29%, ３回以上が7% という結果となっている。

（２） Oh（2013）は，「経済」・「国家安保」・「健康・教育・
福祉」・「人種・民族」は Oliver & Shaver（1966），

「地球温暖化」は Hess（2009），「性と結婚」・「宗教・
イデオロギー」・「個人の安全」は Hunt & Metcalf

（1967）から選定できるとしている。
（３） Kelly（1986）が開発した枠組みについては，金ら

（2020）が詳細に説明している。以下では概要のみ
補説する。「排他的中立性」とは，「教育の中立性
を維持するために，学校という公的な場では論争
問題学習を回避（内容を排除）する」スタンスを
指す。「排他的不公平性」とは，「ある論争をめぐ
る複数の競合する考え方が存在しても，教師が正
しいとする考え方を子どもに教え込む」スタンス
を指す。「積極的公平性」とは，「論争問題が持つ
民主市民教育としての価値を高く評価し，その積
極的な取り扱いを推奨するが，自身の見解は開示
せず，公平なファシリテーターとしての役割に徹
する」スタンスを指す。「中立的公平性」とは，「論
争問題が持つ民主市民教育としての価値を高く評
価し，教育目標に沿って教師が注意深く立場を開
示する」スタンスを指す。

（４） Hess（2005）が開発した枠組みについては，日本
語文献では詳細に説明した論考がないため，以下
で補説する。「拒否」とは，「論争問題を，実際に
論争が生じているものとして教えない」スタンス
を指す。「回避」とは，「教師が特定のトピックを
論争問題だと認識していても，カリキュラムに取
り入れない」スタンスを指す。「特権」とは，「特
定の見解を特権化して論争問題を教える」スタン
スを指す。「均衡」とは，「あるトピックが問題で
あるかどうかを判断し，問題である場合は，特定
の見解に偏ることなく教える」スタンスを指す。

（５） なお，質問紙の全体像については，川口ほか（2022）
の pp.45-48に掲載している。
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